
「指定通所介護」重要事項説明書 
                                社会福祉法人 秀幸福祉会 
                              庄栄エルダーデイサービスセンター 
 
 この「重要事項説明書」は、「大阪府指定居宅サービス事業者の指定並びに指定居宅   

サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例（平成 24 年大阪府条

例第 115 号）」の規定の基づき、指定通所介護サービス提供の契約締結に察して、ご注意

いただきたいことを説明するものです。 
 
※当サービスの利用は、原則として要介護認定の結果「要介護」と認定された方が対象とな

ります。しかし、緊急を要する状況にある方は、要介護認定申請後、暫定的にご利用して

いただくことも可能です。 
 
 
１．事業者について 

事業者名 社会福祉法人 秀幸福祉会 
法人所在地 大阪府茨木市庄２丁目７番３５号 
電話番号 ０７２－６３１－５１５１ 
代表者氏名 理事長  中 尾  巖 
設立年月日 １９７９年２月６日 

事業内容 

・介護老人福祉施設事業       ・地域包括支援センター事業 
・短期入所生活介護事業       ・居宅介護支援事業 
・通所介護、日常生活支援総合事業  ・CSW 配置事業 
・認知症対応型通所介護事業 
・訪問介護、介護予防・日常生活支援総合事業 

 
 
２．事業所について 

事業所名 庄栄エルダーデイサービスセンター 
事業所所在地 大阪府茨木市庄２丁目７番３８号 
電話番号 ０７２－６３１－５１５１ 
事業所長（管理者） 施設長  中 尾  巖 
事業所指定番号 大阪府指定 第２７７４２００６７５号 
開設年月日 ２０００年１月１１日 
利用定員 一般型４９名 

 
 
３．事業実施地域及び営業時間 

営業日 月曜日から土曜日  祝祭日 
休日 日曜日  １月１日から１月３日 
受付時間 月曜日から土曜日  午前９時から午後６時１５分 
サービス提供時間 月曜日から土曜日  午前９時３０分から午後５時４５分 
通常の事業実施地域 茨木市全域  高槻市 摂津市 吹田市 

                  ＊上記地域以外の方でもご希望の方はご相談ください。 
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４．職員の配置状況（２０２５年５月１日 現在） 
 

職 種 資 格 等 常 勤 非常勤 担 当 業 務 合 計 
管理者 事業所長 1 名 名 施設内管理業務 1 名 

生活相談員 
社会福祉主事任用 1 名 名 相談業務 1 名 
介護福祉士 1 名 名 相談業務 1 名 

機能訓練指導員 
理学療法士 名 名 機能訓練指導業務 名 
作業療法士 1 名 名 機能訓練指導業務 1 名 

介護・看護職員 

看護師  １名 2 名 看護業務 3 名 
准看護師 名 名 看護業務 名 
介護福祉士 6 名 1 名 介護業務 7 名 
介護職員実務者研修  名 名 介護業務 名 
介護職員初任者研修 2 名 3 名 介護業務 5 名 
その他  名 3 名 送迎業務等  3 名 

 
＊常勤換算：職員それぞれの週あたりの勤務延べ時間数の総数を当事業所における常勤職員の所定 
      勤務時間数（例：週４０時間）で除した数です。 
 
     （例）週８時間勤務の介護職員が５名いる場合 

常勤換算では┅ 

１名（８時間×５名÷４０時間＝１名）となります。 

 

主な職種の勤務体制 

職 種 勤 務 体 制 

１．介護職員 勤務時間：午前９時から午後５時１５分 / 午後６時１５分 

＊原則として職員１名あたり８名のお世話をします。 

２．看護職員 勤務時間：午前９時から午後５時１５分 / 午後６時１５分 

＊原則として１名の看護職員が勤務します。 

３．機能訓練指導員 勤務時間：午前９時から午後５時１５分 

 

５．当事業所が提供するサービスと利用料金 

  当事業所では、ご契約者に対して以下のサービスを提供します。 

  ①利用料金が介護保険から給付される場合。 

  ②利用料金の全額をご契約者にご負担いただく場合。 

 

（１）介護保険の給付対象となるサービス 

  以下のサービスについては、利用料金の大部分７割が介護保険から給付されます。 

 

 〖サービスの概要〗 

  ①入 浴 

   入浴または、清拭を行います。 

  ②排 泄 

   ご契約者の排泄介助を行います。 

  ③機能訓練 

   機能訓練指導員により、ご契約者の心身等の状況に応じて、日常生活を送るのに必要な機能 

   の回復またはその減退を防止するための訓練を実施します。 

  ④送 迎 

   ご自宅の玄関からセンターまでの送り迎えを安全に行います。 
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〖サービス利用料金（１回あたり）〗 

  下記の料金表により、ご契約者の要介護度に応じたサービス利用料金から介護保険給付費額を 

  除いた金額（自己負担額）をお支払いください。 

 ＊前記サービス利用料金は、ご契約者の要介護度に応じて異なります。 

 ＊５時間以上６時間未満の場合 

１．ご契約者の要介護度 

  サービス利用料金 

要介護１ 

6,416 円 

要介護２ 

7,545 円 

要介護３ 

8,684 円 

要介護４ 

9,792 円 

要介護５ 

10,931 円 

１のうち、介護保険から 

  給付される金額 
4,491 円 5,281 円 6,079 円 6,854 円 7,652 円 

２．サービス利用に係る 

  自己負担額（1-2） 
1,925 円 2,263 円 2,605 円 2,937 円 3,279 円 

 

＊６時間以上７時間未満の場合 

１．ご契約者の要介護度 

  サービス利用料金 

要介護１ 

6,646 円 

要介護２ 

7,817 円 

要介護３ 

8,987 円 

要介護４ 

10,147 円 

要介護５ 

11,317 円 

１のうち、介護保険から 

  給付される金額 
4,652 円 5,472 円 6,291 円 7,103 円 7,922 円 

２．サービス利用に係る 

  自己負担額（1-2） 
1,994 円 2,345 円 2,696 円 3,044 円 3,395 円 

 

 ＊７時間以上８時間未満の場合 

１．ご契約者の要介護度 

  サービス利用料金 

要介護１ 

7,388 円 

要介護２ 

8,694 円 

要介護３ 

10,032 円 

要介護４ 

11,391 円 

要介護５ 

12,728 円 

１のうち、介護保険から 

  給付される金額 
5,172 円 6,086 円 7,022 円 7,974 円 8,910 円 

２．サービス利用に係る 

  自己負担額（1-2） 
2,216 円 2,608 円 3,010 円 3,417 円 3,818 円 

    

＊８時間以上９時間未満の場合 

１．ご契約者の要介護度 

  サービス利用料金 

要介護１ 

7,587 円 

要介護２ 

8,935 円 

要介護３ 

10,304 円 

要介護４ 

11,694 円 

要介護５ 

13,063 円 

１のうち、介護保険から 

  給付される金額 
5,311 円 6,255 円 7,213 円 8,186 円 9,144 円 

２．サービス利用に係る 

  自己負担額（1-2） 
2,276 円 2,680 円 3,091 円 3,508 円 3,919 円 

 

 ＊加算について 

  実施した場合や事業所が加算適用となる場合に料金が発生します。 

 利 用 料 金 介護保険適用時の 

自己負担額 

入浴介助加算(＊１) 介助浴１回あたり     418 円 42 円 
個別機能訓練加算Ⅰ（イ）(＊１) サービス１回あたり   585 円 59 円 

サービス提供体制強化加算Ⅱ（※２）加算の有無（有）  

サービス１回あたり               188 円  19 円 
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※１┅入浴介助加算及び個別機能訓練加算は、実施した場合に料金が発生します。 

 ※２┅介護福祉士が５０％以上配置されている事業所です。 

 ＊上記の金額は、特甲地の人件費割合、１０.４５を掛け合せた金額です。 

 ＊上記の金額は、介護職員処遇改善加算として単位数に９，２％を掛け合せた金額です。 

＊上記のサービス利用料の中にサービス提供体制加算（Ⅱ）１８単位が含まれます。 

入浴介助体制４０単位は、ご契約者のご要望により加算させていただきます。 

  個別機能訓練加算体制加算は、ご契約者のご要望によりセラピスト （理学療法士または、 

  作業療法士） が行った場合に個別機能訓練加算Ⅰ(イ)（５６単位）の加算をさせていただきます。 

  （入浴介助体制加算、個別機能訓練体制加算につきましても、特甲地の人件費割合１０.４５を掛け合

わせた金額となります） 

 ＊科学的推進体制加算、１ヵ月４０単位加算させていただきます。 

 ＊１カ月当たりのお支払額（利用料、利用者負担額、（介護保険を適用する場合）とその他の費用   

  の合計）の目安 

          

お支払の額の目安 
 

 

   ご契約者が未だ要介護認定を受けていない場合には、サービス利用料金の全額を一旦、お支 

払いいただきます。認定を受けた後、自己負担額を除く金額が介護保険から払い戻されます。 

  （償還払い）。また居宅サービス計画が作成されていない場合も償還払いとなります。 

   償還払いとなる場合、ご契約者が保険給付の申請を行うために必要となる事項を記載した 

  「サービス提供証明書」を交付します。 

   介護保険の給付額に変更があった場合変更された額に合わせてご契約者のご負担額を変更し 

  ます。 

 

 （２）介護保険の給付対象とならないサービスについて 

   以下のサービスは、利用料金の全額がご契約者のご負担となります。 

① 食事の材料の提供（食材料費） 

    ご契約者に提供する食事代：１回あたり８５０円 

   ②日常生活上必要となる物品 

    パット、おむつ：各自持参または当方で貸し出した物については、現物でご返却ください。 

   ＊経済状況の著しい変化やその他やむを得ない事由がある場合、相当な額に変更することが 

    あります。その場合、事前に変更の内容と変更する事由について変更を行う１ヶ月前まで 

    にご説明します。 

③実施地域を越えての交通費 

（１）事業所から片道地図上直線距離５キロメートル未満  ：３００円 

（２）事業所から片道地図上直線距離１０キロメートル以上 ：５００円 

 
 （３）利用料金の支払い方法について 

    前記（１）（２）の料金・費用は、サービス利用開始月から毎月、月末締めの翌月２７日に 

    あらかじめ指定した銀行口座より引き落としさせて頂きます。また請求書は利用明細を添え 

    て利用月の翌月１０日以降にお渡しします。 
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（４）利用料の変更について 

   ①事業者はご契約者に対して介護報酬基準の改定等により利用料金の変更（増額または減額） 

    を申し入れることができます。 

   ②ご契約者が料金の変更を承諾する場合は、新たな料金を記載した文書を作成し、お互いに取 

    り交わします。 

    ご契約者は、①の料金の変更を承諾しない場合、事業者に対し文書で通知することにより、 

    この契約を終了することができます。 

   

 （５）契約の解除、変更、追加について 

   ①ご契約者の都合で契約を終了する場合。 

    契約の解除を希望する日の１週間前までにお申し出ください。 

   ②事業者の都合で契約を解除する場合。 

    やむを得ない事情により契約を解除させていただく場合は、解除１ヶ月前までに文書で連絡 

    いたします。 

 

 ③自動的に契約を終了する場合。 

    以下の場合には、双方の通知がなくても自動的に契約を終了いたします。 

    ・ご契約者の要介護認定区分が、非該当（自立）と認定された場合。 

    ・被保険者が資格を喪失された場合（ご契約者が亡くなられた場合）。 

    ・最終サービス利用日から１年が経過した場合。 

   

 ④その他、特別な理由による契約解除の場合。 

    ・ご契約者が文書にてお申し出いただくことにより、直ちに契約を解除することができます。 

    ・ご契約者のサービス利用料金の支払いが２ヶ月以上遅延し、料金を支払うよう催告したに 

     もかかわらず１０日以内に支払われない場合。 

    ・ご契約者の入院もしくは病気などにより２ヶ月以上に渡ってサービスが利用できない状態 

     であることが明らかになった場合。 

    ・ご契約者の行動が、他の利用者の生活または行動に重大な影響を及ぼす恐れがあり、かつ 

     ご契約者に対する通常の介護方法ではこれを防止することが出来ない場合。 

    ・伝染性疾患により、他の利用者の生活または健康に影響を及ぼす恐れがあり、かつ可能性 

     がある場合。 

    ・ご契約者またはその家族が、事業者やサービス従事者または他の利用者に対してこの契約 

     を継続し難いほどの背信行為を行った場合。 

 

   ⑤利用の変更、追加 

    ・利用予定日の前にご契約者の都合により通所介護サービスの利用を変更、もしくは、新た 

     なサービスの利用を追加することができます。この場合にはサービスの実施日の前日まで 

     に、事業所にお申し出ください。 

  

 （６）キャンセル料について 

    ご契約者の都合でサービスをキャンセルされる場合、下表のキャンセル料をいただきます。 

    キャンセルが必要となる場合は、至急以下へご連絡ください。 

    〖連絡先〗 

      庄栄エルダーデイサービスセンター   電話 ０７２－６３１－５１５１ 

利用予定日の前日までに申し出があった場合 無  料 

利用日の当日、午前８時３０分までにご連絡が無かった場合 昼食費の実費 ８５０円 

   ※ご契約者の緊急入院など特別な事情による場合には、この限りではありません。 
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６．相談、苦情の窓口 

 （１）事業所の窓口について 

    事業所が提供するサービスについての相談苦情を下記の窓口にて承り、迅速に対応して 

    その内容を記録保管して再発予防に役立てます。 

担当者 課長  今井
い ま い

 良
りょう

 ・ 統括生活相談員 入江
い り え

 誠
まこと

 

住 所 大阪府茨木市庄２丁目７番３８号 

電 話 ０７２－６３１－５１５１ 

ＦＡＸ ０７２－６３１－５１４１ 

受付時間 月曜日から土曜日   午前９時から午後５時１５分 

 

 

 （２）行政機関その他苦情受付機関 

 

茨木市役所 

健康医療部 

長寿介護課 

所在地 茨木市駅前３丁目８番１３号 

電話番号 ０７２－６２０－１６３９ 

ＦＡＸ ０７２－６２２－５９５０ 

受付時間 月曜日から金曜日 午前８時４５分から午後５時１５分 

高槻市役所 

介護保険担当課 

所在地 高槻市桃園２丁目１番 

電話番号 ０７２－６７４－７１７６ 

ＦＡＸ ０７２－６７４－７１８３ 

受付時間 月曜日から金曜日 午前９時から午後５時１５分 

吹田市市役所 

介護保険担当課 

所在地 吹田市泉町１丁目３番４０号 

電話番号 ０６－６３８４－１２３１ 

ＦＡＸ ０６－６３６８－７３４８ 

受付時間 月曜日から金曜日 午前９時から午後５時１５分 

 

摂津市役所 

介護保険担当課 

所在地 摂津市三島１丁目１番１号 

電話番号 ０６－６３８３－１１１１ 

ＦＡＸ ０６－６３８３－９０３１ 

受付時間 月曜日から金曜日 午前９時から午後５時１５分 

大阪府国民健康保険 

     団体連合会 

介護保険課介護保険室 

所在地 大阪市中央区常盤町１丁目３番８号 

電話番号 ０６－６９４９－５４１８ 

ＦＡＸ ０６－６３８３－７３４８ 

受付時間 月曜日から金曜日 午前９時から午後５時１５分 

大阪府社会福祉協議会 

運営適正化委員会 
福祉サービス苦情解決 

委員会 

所在地 大阪市中央区谷町７丁目４番１５号 

電話番号 ０６－６１９１－３１３０ 

ＦＡＸ ０６－６１９１－５６６０ 

受付時間 月曜日から金曜日 午前１０時から午後４時 

  

７．提供するサービスの第三者評価の実施状況について 

 

実施の有無  

実施した直近の年月日  

実施した評価機関の名称  

評価結果の開示状況  
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８．事故発生時の対応措置について 

    当事業所が、ご契約者に対して行う指定通所介護の提供により事故が発生した場合には、 

    速やかにご契約者の家族、所管の市町村などに連絡を行います。また賠償すべき内容で 

ある場合には、損害賠償を速やかに行います。 

    なお当事業所は、下記の損害賠償保険に加入しています。 

保険会社名 あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 

保険名 損害賠償保険 

保険の概要 入院・見舞い等 

 

９．秘密の保持と個人情報の保護について 

 （１）ご契約者及びその家族に関する秘密の保持について 

    事業者および事業従事者は、サービスの提供で知り得たご契約者およびその家族に関する 

    秘密は、正当な理由なく第３者に提示しません。 

    この秘密を保持する義務は、契約を解除した後も継続します。 

本事業所は、通所介護に関する記録は整備し通所介護完結から５年間保存する。 

 （２）個人情報の保護について 

    事業者は、ご契約者およびその家族から予め文書で同意を得ない限りサービス担当者会議 

    などにおいてご契約者およびその家族の個人情報を用いません。 

    事業者は、ご契約者およびその家族に関する個人情報が含まれる記録物については、厳重 

    な環境のもと管理し、また処分の際にも第３者への漏洩を防止します。 

 

１０．非常災害対策について 

 （１）事業所に災害対策に関する担当者を置き、非常災害対策に関する取り組みを行います。 

         非常災害に関する担当者： 中尾 巌 

 （２）非常災害対策に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報および連携体制 

    を整備してそれらを定期的に従業員に周知します。 

 （３）年２回定期的に避難救出その他、必要な訓練を実施します。 

 

１１. 衛生管理などについて 

 （１）指定通所介護の用に供する施設、食器その他の設備または飲用に供する水について衛生的 

    な管理に努め、衛生上必要な措置を講じます。 

 （２）食中毒および感染症の発生を防止するための措置などについて、必要に応じて所管の保健所 

    の助言、指導を求めるとともに綿密な連携に努めます。 

（３） 指定通所介護事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように必要な措置を講じます。 

  ① 事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員長をおおむね 

    ６月に１回以上開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底しています。 

② 事業所における感染症の予防及びまん延のための指針を整備しています。 

③ 従業者に対し、感染症の予防及びまん延防止のための研修及び訓練を定期的に実施します。 

 

１２. 虐待防止について 

 （１）事業者は、ご契約者などの人権の擁護、虐待の防止に努めます。 

 （２）事業所のご契約者などへの虐待防止関する責任者を配置します。 

          虐待防止に関する責任者：課 長  今井 良 

 （３）地方公共団体が講ずる高齢者虐待防止のための啓発活動および虐待を受けた高齢者の保護 

    のための施策に協力いたします。 

 （４）虐待を受けたと思われる高齢者を発見した場合は、速やかに地域包括支援センター、所管 

    の市町村などに報告・相談をします。 

 （５）事業者は、高齢者虐待防止のためスタッフに研修を実施します。 
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１３. 身体拘束の禁止について 

    ご契約者は緊急やむを得ない場合を除き、身体拘束その他行動を制限されることはありま 

せん。やむを得ず身体拘束を行う場合には、身体拘束による心身の損害よりも拘束をしな 

いリスクの方が高い場合で、切迫性・非代替性・一時性の３要素全てを満たした場合のみ 

    ご契約者、代理人もしくは、身元引受人への説明と同意を得て行います。 

    また身体拘束を行った場合には、その状況についての経過記録の整備を行い、出来るだけ 

早期に拘束を解除すべく努力をいたします。 

 

１４. 施設利用の留意事項 

 （１）設備、器具の利用 

    施設内の設備、器具は本来の用法に従ってご利用ください。これに反したご利用により、 

    破損などが生じた場合には、賠償していただく場合がございます｡ 

 （２）金銭、貴重品の管理 

    高額な金銭、貴重品の持ち込みはご遠慮ください。紛失されても当施設では責任を負いか 

    ねます。 

 （３）所持品の持ち込み 

    マッチ、ライターなど火気の持ち込みは禁止させていただきます。 

 

１５．通所介護従事者の禁止行為 

   通所介護従事者はサービスの提供に当たって、次の行為は行いません。 

 （１）医療行為（ただし、看護師、機能訓練指導員が行う診療の補助行為を除く。） 

 （２）利用者又は家族の金銭、預貯金通帳、証書、書類などの預かり 

 （３）利用者又は家族からの金銭、物品、飲食の授受 

 （４）身体拘束その他利用者の行動を制限する行為（利用者又は第三者等の生命や身体を保護する為 

緊急やむを得ない場合を除く） 

 （５）その他利用者又は家族等に対して行う宗教活動、政治活動、営利活動、その他迷惑行為 

 （６）事業者の職員に対して行う暴言、暴力、いやがらせ、誹謗中傷などの迷惑行為 

 （７）パワーハラスメント、セクシャルハラスメントなどの行為 

 

１６.送迎評価の見直し 

 （１）利用者が自ら通う場合。 

 （２）家族が送迎を行う場合。 

 （３）事業所が送迎を実施していない場合。 

 （４）送迎が行わない場合４７単位/片道の減算対象となります。 

  

１７.通所介護における延長加算について 

 （１）所要時間が９時間以上１０時間未満の指定通所介護の前後に日常生活上の世話を行った場合。 

 （２）指定通所介護の所要時間と指定通所介護の前後に行った日常生活上の世話の所要時間を通 

    算した時間が９時間以上となるとき。 

 

１８．ハラスメント対策について 

   事業者は、介護現場で働く職員の安全確保と安心して働き続けられる労働環境が築ける 

   ようハラスメント防止に向け取り組みます。 

① 事業所内において行われる優越的な関係を背景とした言動や、業務上必要かつ相当な範囲 

を超える下記の行為は組織として許容しません。 

（１） 身体的な力を使って危害を及ぼす（及ぼされそうになった）行為 

（２） 個人の尊厳や人格を言葉や態度によって傷つけたり、おとしめたりする行為 

（３） 意に沿わない性的行動、行為的態度の要求等、性的な嫌がらせ行為 

上記は当核法人職員、取引先事業者の方、利用者及びその家族等が対象となります。 
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② ハラスメント事案が発生した場合、マニュアルなどを基の即座に対応し、再発防止 

会議等により、同時案が発生しない為の再発防止を検討します。 

③ 職員に対し、ハラスメントに対する基本的な考え方について研修などを実施します。 

また、定期的に話し合いの場を設け、介護現場におけるハラスメント発生状況の 

把握に努めます。 

④ ハラスメントと判断された場合には行為者に対して、関係機関への連絡、相談、環境改善 

に対する必要な措置、利用契約の解除等の措置を講じます。 

 

１９．業務継続計画の策定等について 

  （１）感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定通所介護の提供を継続的に 

     実施するための、及び非常時の体制で早朝の業務再開を図るための計画（業務継続計画） 

     を策定し、当核業務継続計画に従って必要な措置を講じます。 

  （２）従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的 

     に実施します。 

  （３）定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行います。 
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<重要事項説明書附属文書> 
１．事業所の概要 

 （１）建物の構造      鉄骨鉄筋コンクリート造 地上４階、地下１階 

 （２）建物の延べ床面積   ３,５７２．５７㎡ 

 （３）事業所の周辺環境   南面日当たり良好、騒音なし 

     

 

 

２．職員の配置状況 

 （配置職員の職種） 

  ・介護職員┅    ご契約者の日常生活上の介護並びに健康保持のための相談、助言などを行い 

ます。８名の利用者に対して１名の介護職員を配置しています。 

  ・生活相談員┅   ご契約者の日常生活上の相談に応じ、適宜生活支援を行います。 

           ２名の生活相談員を配置しています。 

  ・看護職員┅    主にご契約者の健康管理や療養上の処置を行いますが、日常生活上の介護、 

           介助なども行います。２名の看護職員を配置しています。 

  ・機能訓練指導員┅ご契約者の機能訓練を担当します。１名の機能訓練指導員を配置しています。 

 

 

３．契約締結からサービス提供までの流れ 

 （１）ご契約者に対する具体的なサービスの内容やサービス提供方針については「居宅サービス 

    計画」（ケアプラン）」がある場合はその内容を踏まえ、契約締結後に作成する「通所介護 

    計画」に定めます。 

 

 
①当事業所の生活相談員が、通所介護計画の原案作成やそのために 

 必要な調査などの業務を行います。 

 

 

②生活相談員は、通所介護計画の原案についてご契約者およびその 

 家族などに対して説明し、同意を得た上で決定します。 

 

 

③通所介護計画は、居宅サービス計画（ケアプラン）が変更された 

 場合、もしくはご契約者およびその家族などの要請に応じて変更 

 の必要があるかどうかを確認し、変更の必要がある場合には、ご 

 契約者およびその家族などと協議して通所介護計画を変更いたし

ます。 

 

 

 

 

④通所介護計画が変更された場合にはご契約者に対して書面を交付 

 し、その内容を確認していただきます。 
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（２）ご契約者に係る「居宅サービス計画（ケアプラン）」が作成されていない場合のサービス 

提供の流れは、次のとおりです。 

 

   ①要介護認定を受けている場合 

 

    ・居宅介護支援事業者の紹介など必要な支援を行います。 

    ・通所介護計画を作成し、それに基づきご契約者にサービスを提供します。 

    ・介護保険給付対象サービスについては、利用料金を一旦全額お支払いいただきます。 

     （償還払い） 

 

居宅サービス計画（ケアプラン）の作成 

 

    ・作成された居宅サービス計画に沿って通所介護計画を変更しそれに基づき、ご契約者 

     にサービスを提供します。 

    ・介護保険給付対象サービスについては、介護保険の給付費額を除いた料金（自己負担額） 

     をお支払いいただきます。 

 

 

  ②要介護認定を受けていない場合 

 

   ・要介護認定の申請に必要な支援を行います。 

   ・通所介護計画を作成し、それに基づきご契約者にサービスを提供します。 

   ・介護保険給付対象サービスについては、利用料金を一旦全額お支払いいただきます。 

    （償還払い） 

 

 総合支援、要介護と認定された場合           自立と認定された場合 

  

   ・居宅サービス計画（ケアプラン）を作成して      ・契約は、終了します。 

いただきます。必要に応じて居宅介護支援事業者    ・既に実施されたサービスの 

の紹介などの支援を行います。             利用料金は全額自己負担です。 

 

居宅サービス計画（ケアプラン）の作成 

 

   ・作成された居宅サービス計画に沿って通所介護計画を変更し、それに基づきご契約者に 

    サービスを提供します。 

   ・介護保険給付対象サービスについては、介護保険の給付費額を除いた料金（自己負担額） 

    をお支払いいただきます。 

 

 

 

４．サービス提供における事業者の義務 

   当事業所では、ご契約者に対してサービスを提供するにあたって次のことを守ります。 

  ①ご契約者の生命、身体、財産の安全確保に配慮します。 

②ご契約者の体調、健康状態からみて必要な場合は、医師または看護職員と連携の上ご契約者 

から聴取し確認します。 

③ご契約者に提供したサービスについて記録を作成し、５年間保管するとともにご契約者または 

代理人の請求に応じて閲覧させ複写物を交付します。 

④ご契約者のサービス提供において、ご契約者の病状に急変が生じた場合には、速やかに主治医 

への連絡を行うなどの措置を講じます。 
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⑤ご契約者に対する身体的拘束、その他行動を制限する行為を行いません。ただし、ご契約者 

 または他の利用者の生命、身体を保護するために緊急やむを得ない場合には、記録を記載する 

 など、適正な手続きにより身体などを拘束する場合があります。 

⑥事業者およびサービス従事者は、サービスを提供するにあたって知り得たご契約者またはその 

 ご家族に関する事項を正当な理由なく第三者に提示しません（守秘義務）。ただし、ご契約者に 

 緊急な医療上の処置が必要な場合には、医療機関などにご契約者の心身などの情報を提供します。 

 また、ご契約者との契約の解除に伴う援助を行う際には、あらかじめ文書にてご契約者の同意 

を得ます。 

  

５．損害賠償について 

   当事業所において、事業者の責任によりご契約者に生じた損害については、事業者は速やかに 

   その損害を賠償いたします。守秘義務に違反した場合も同様とします。 

   ただし、その損害の発生についてご契約者に故意または過失が認められた場合には、ご契約者 

   の置かれた心身の状況を斟酌して相当と認められるときに限り、事業者の損害賠償責任を減じ 

   る場合があります。 

   

６．サービスの利用をやめる場合（契約の終了について） 

   契約の有効期間は契約締結の日からご契約者の要介護認定の有効期間満了日までですが、契約 

   期間満了の２日間前までにご契約者から契約終了の申し入れが無い場合には、契約はさらに同 

   じ条件で更新され以後も同様となります。契約期間中は、以下のような事由が無い限り継続し 

   てサービスを利用することができますが、仮にこのような事項に該当するに至った場合には 

当事業所との契約は終了します。 

   

  ①ご契約者が亡くなった場合。 

②要介護認定によりご契約者の心身の状況が自立と判定された場合。 

③事業者が解散した場合、破産した場合またはやむを得ない事由により事業所を閉鎖した場合。 

④施設の滅失や重大な毀損によりご契約者に対するサービスの提供が不可能になった場合。 

⑤当事業所が、介護保険の指定を取り消された場合または指定を辞退した場合。 

⑥ご契約者から解約または契約解除の申し出があった場合（詳細は以下をご参照ください）。 

⑦事業者から契約解除を申し出た場合（詳細は以下をご参照ください）。 

 

 （１）ご契約者からの解約、契約解除の申し出 

   契約の有効期間であってもご契約者から利用契約を解約することができます。 

その場合には、契約終了を希望する日の２日前までに解約届書をご提出ください。ただし、 

以下の場合には、即時に契約を解約、解除することができます。 

 

  ①介護保険給付対象外サービスの利用料金の変更に同意できない場合。 

②ご契約者が入院された場合。 

③ご契約者の「居宅サービス計画（ケアプラン）」が変更された場合。 

④事業者もしくはサービス従事者が、正当な理由なく本契約に定める通所介護サービスを実施 

しない場合。 

⑤事業者もしくはサービス従事者が守秘義務に違反した場合。 

⑥事業者もしくはサービス従事者が故意または過失によりご契約者の心身、財物、信用などを 

 傷つけ、または著しい不信行為、その他本契約を継続し難い重大な事情が認められる場合。 

⑦他の利用者が、ご契約者の身体、財物、信用などを傷つけた場合もしくは傷つけられる恐れ 

 がある場合において、事業所が適正な対応を取らない場合。 
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 （２）事業者からの契約解除の申し出 

   以下の事項に該当する場合には、本契約を解除させていただく場合があります。 

 

①ご契約者が、契約締結時にその心身の状況および病歴などの重要事項について故意にこれを 

告げずまたは不実の告知を行いその結果、本契約を継続し難い重大な事情を生じさせた場合。 

④ ご契約者によるサービス利用料金の支払いが２ヶ月以上遅延し、相当期間を定めた催促にも 

かかわらずこれが支払われない場合。 

  ③ご契約者が、故意または重大な過失により事業者またはサービス従事者もしくは他の利用者 

   などの生命、身体、財物、信用などを傷つけまたは著しい不信行為を行うことなどによって 

   本契約を継続し難い重大な事情を生じさせて場合。 

 

 （３）契約の解除に伴う援助 

   契約を解除する場合には、事業者はご契約者の心身の状況、置かれている環境などを勘案し、 

必要な援助を行うよう努めます。 
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重要事項説明の年月日   令和  年  月  日 

 
上記内容について「大阪府指定居宅サービス事業者の指定並び指定居宅サービス等の事業の人員、

設備及び運営に関する基準を定める条例（平成２４年大阪府条例第１１５号）」の規定の基づき、

利用者に説明を行いました。 

 

 

事業者    

      所在地   大阪府茨木市庄２丁目７番３５号 

 

      事業者名  社会福祉法人 秀幸福祉会 

 

      代表者名  理事長  中 尾  巖    印 

 

 

事業所 

      所在地   大阪府茨木市庄２丁目７番３８号 

       

      事業所名  庄栄エルダーデイサービスセンター 

       

      指定番号  大阪府指定 第２７７４２００６７５号 

  

      管理者名  施設長  中 尾  巖    印 

 

 

説明者                

  

 

  

 

 

 私は、本書面により事業者から通所介護についての重要な事項の説明を受け、        

本書面を受領いたしました。 

 

利用者 

 

      住 所 

 

      氏 名                 印 

 

代理人（代筆人）【利用者との関係：            】 

 

      住 所 

 

      氏 名                 印 
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